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第10回 消費者契約に関する検討会 

 

 

１．日 時：令和２年11月11日（水）10:00～12:00 

 

２．場 所：オンライン開催 

 

３．議 題 

不測の事態における消費者契約のキャンセルについて等 

 

４．出席者 

 （委員） 

山本敬三委員（座長）、沖野委員、垣内委員、河村委員、楠委員、小浦委員、

後藤委員、髙橋委員、坪田委員、遠山委員、西田委員、平尾委員、山下委員、 

山本和彦委員、山本龍彦委員、渡辺委員 

 （参考人） 

 大阪大学大学院経済学研究科 安田洋祐准教授 

（事務局） 

坂田審議官、黒木消費者制度課長、玉置専門官 

 （オブザーバー） 

 国民生活センター、法務省、最高裁判所 
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【１．開会】 

〇山本座長 

それでは、定刻になりましたので、第 10回消費者契約に関する検討会を開

催いたします。本日も、皆様にはご多忙のところご出席賜りましてありがとう

ございます。 

また、本日の検討会におきましては、消費者契約に関する検討会運営要領第

６項に基づきまして、参考人として大阪大学大学院経済学研究科安田洋祐准教

授をお招きし、安田先生もオンラインでお繋ぎしています。安田先生よろしく

お願いいたします。 

 

〇安田准教授 

よろしくお願いします。 

 

〇山本座長 

本日の議題は、「不測の事態における消費者契約のキャンセルについて」で

す。まず、事務局から接続と資料の確認お願いいたします。 

 

〇黒木消費者制度課長 

９月に加納の後任でまいりました黒木と申します。どうぞよろしくお願いい

たします。 

※接続確認を行う。 

続いて資料の確認をさせて頂きます。議事次第に記載のとおり、資料１から

４までとなっております。資料１が不測の事態における消費者契約のキャンセ

ルについて、資料２－１から３が事業者アンケートの関係資料、資料３－１と

２が消費者モニター調査関係の資料、資料４が安田先生ご提出の資料となって

おります。また、国民生活センター報道発表資料であります「新型コロナウイ

ルス関連の消費生活相談の概要（2020年８月まで）」を参考資料としておつけ

しています。資料につきましては、以上でございます。 

 

〇山本座長 

 議事に入ります前に、オブザーバーとして参画いただいている独立行政法人

国民生活センターの理事長に交代がありましたので、皆様にご紹介をさせてい

ただきます。これまで理事長を務められていました松本様に代わりまして、10

月１日付けで山田昭典様が理事長に就任されました。山田理事長、マイクをオ

ンにして一言ご挨拶をお願いいたします。 
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〇独立行政法人国民生活センター 山田理事長 

今ご紹介いただきました山田でございます。私自身は途中からの参加でござ

いますけど、センターとして引き続きオブザーバーとして議論に参加させて頂

きますのでどうぞよろしくお願いいたします。 

 

【２．事務局資料の説明（不測の事態における消費者契約のキャンセルについて等）】  

〇山本座長 

 それでは、議事に入りたいと思います。本日は、事務局から資料の説明を行

った後、安田先生のご見解をお伺いいたします。その上で、まず、安田先生か

ら委員の皆さまからのご質問にお答えいただきます。その後、資料について委

員の皆さまから事務局に対してご質問をいただく時間を設け、ご質問が終わり

ましたら、委員の間での意見交換を行いと思います。 

 それでは、まず、事務局から説明をお願いいたします。 

 

〇玉置専門官 

それでは、事務局から資料の説明をさせていただきます。まず資料１から説

明させていただきます。 

今回は今までと少し違うテーマとして「不測の事態における消費者契約のキ

ャンセル」を議題として取り上げております。 
２頁にまいりまして、「不測の事態における消費者契約のキャンセルについて」

を議題として取り上げさせていただいた背景のご説明となりますが、新型コロ

ナウイルスに関連した解約や解約料の相談が多くみられたことが国民生活セン

ターから報告されていること、及び消費者委員会よりご指摘をいただいた点を

踏まえまして議題として取り上げさせていただいた次第です。 
３頁にまいりまして、「不測の事態における消費者契約のキャンセル」をご議

論いただく際の実態等を把握するために、調査等を行った内容を記載しており

まして、その方法として事業者側に対してはアンケートとヒアリング、消費者側

に対しては新型コロナウイルスによるキャンセルに関してインターネットのモ

ニター調査を行っております。今回はこの結果をご報告させていただき、次回研

究者等のヒアリングを予定しております。 

４頁にまいりまして、事業者アンケート・ヒアリングの概要についてご説明い

たします。今回はＰＩＯ－ＮＥＴで「新型コロナウイルス関連」かつ「解約料」

の条件で検索した結果の相談件数と、公表されております資料を用いまして

2020 年３月から６月までの売上金額と前年の同期間の売上金額を比較しまして
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売上減少率の大きさを参考としまして本ページに記載しております旅行等の業

界に協力をお願いいたしました。その上で、いくつかの業界につきましては、業

界団体からアンケートを実施していただきました。あわせて、業界団体及び業界

団体からご紹介いただいた事業者に直接お話を伺うヒアリングも行っておりま

す。 

５頁にまいりまして、こちら消費者モニター調査の概要を記載しております。 

20 歳以上で令和２年２月１日から６月 30 日までの間に旅行等についてキャン

セル経験のある消費者 1,000 人を対象としましてモニター調査を行っておりま

す。調査した期間は令和２年 10 月 19 日から 10 月 21 日までの期間です。また

今回、割り付けの基準としましては、感染率を採用しておりまして、感染率の高

い地域から多くの回答をいただいたという形になっております。続いて資料２

－１のご説明をさせていただければと思います。 

こちら全てをご説明することは、時間的に厳しいこともございますので、大枠

のみのご説明とさせていただければと思います。こちら事業者アンケートの結

果をまとめたものとなっておりまして、今回のアンケート調査につきましては、

資料２－３事業者アンケートを各事業者団体におかれまして、業界実態を踏ま

えた内容に変更して実施いただいております。適宜２－３の資料もご参照いた

だければと思います。 

では、１頁目にまいりまして、まず、最初の大きい枠といたしまして、今回の

アンケートは、最初に、台風、地震等の不測の事態により消費者が事業者の商品

やサービスを利用することが困難となり、消費者が契約をキャンセルした場合

に対応した規定、以下「不測の事態にかかるキャンセル規定」と申し上げますが、

この規定の有無についてご質問をしております。その結果がこの１頁目の表記

でございます。なお、この質問におきましては、旅行業界では多種多様な商品扱

われているということもありましたので、パッケージツアーを取り扱っている

事業者を対象とする限定をして質問されているようです。また、旅行標準約款で

は天災等について定めた規定が既に存在しておりますので、旅行標準約款に加

えて独自の規約や内規を定めている場合に「①定めている」という回答をして、

そうでない場合は「②定めていない」と回答する形になっております。そのため

旅行業界については、「②定めていない」については、緑色での表示に変えさせ

ていただいております。 

次に、３頁に移りまして３頁から 14頁につきましては「不測の事態にかか

るキャンセル規定」を定めていると回答いただいた事業者を対象として行なっ

た質問を掲載しております。まず３頁で「不測の事態にかかるキャンセル規

定」としてどのような内容を定めているのかお聞きした上で、その後、新型コ

ロナウイルスへの対応と、その対応を行った理由、その後、台風地震等の不測
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の事態における時の対応の内容と、その対応を行った理由というような構造と

なっております。 

４頁目にまいりまして、こちらは「不測の事態にかかるキャセンル規定」の

どの規定をどの時期にどの地域で適用したのかについて質問した内容となって

おります。こちらの内容を整理したものが別表でございまして、内容が少し複

雑でございますので少し詳しくご説明させていただければと思います。少々文

字が細かくて恐縮でございます。こちらですけれども、横軸が期間となってお

りまして、まず１行目を見ていただきますと、航空、契約の一部を返金する、

国際線と書いておりまして３月 29日から５月 31日まで黄色の配色をしており

ます。こちらにつきましては、３月 29日から５月 31日まで国際線において契

約代金の一部を返金するという対応された事業者が１社いらっしゃったという

ことを示しております。一つ下の選択肢の契約代金全額を返金するというとこ

ろでございますけれども、こちらは２月 28日から６月 30日まで緑色で塗りつ

ぶしておりまして、それが４行存在している状況でございます。これは４社の

事業者が、同じような形の回答を頂いた、つまり２月 28から６月 30日まで、

全国において契約代金全額を返金するという対応を行った事業者が４社いたと

いうことを示しておりまして、つまり行の数が事業者の数を表しているという

形になっております。色の配色につきましては、この別表の冒頭に記載してお

りますのでご参照いただければと思います。 

では、資料２－１の説明に戻らせていただきまして、５頁から８頁につきま

しては、新型コロナウイルスを理由として消費者が契約をキャンセルした際の

対応の理由をお聞きした内容となっております。 

次に、頁が飛んで恐縮ですが、９頁にまいりまして、ここから 14頁までは

場面が変わっておりまして、台風や地震等の新型コロナウイルス以外の不測の

事態に関して、「不測の事態にかかるキャンセル規定」を定めている事業者の

方に対して、どのような事例にどのような対応を行ったのか、また、その対応

を行った理由についてお聞きした内容となっております。10頁で具体的な内容

をお聞きして、その後で、その理由を聞いているという構造となっておりま

す。 

続いて、15頁にまいりまして、こちらからは、冒頭の質問におきまして、

「不測の事態にかかるキャンセル規定」を定めていないと回答した事業者を対

象とした結果を以下に記載しておりまして、まず本頁におきまして、「不測の

事態にかかるキャンセル規定」を定められなかった理由を、お聞きした結果を

表記しております。16頁目に移りまして、ここから先につきましては、先ほど

と構造が一緒でございまして、16から 18頁は新型コロナウイルスにおける対

応と当該対応を行った理由を、19頁から 22頁は台風、地震等の不測の事態が
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発生した際の対応と、その対応を行った理由をお聞きするような構造となって

おります。 

最後に 23頁以降は、業界が独自で質問を変更されて実施した回答を表示し

ております。一部省略いたしましたが、資料２－１の説明は以上とさせていた

だきまして、続いて資料２－２のご説明に移らせていただければと思います。 

こちらの資料は、業界団体や業界団体からご紹介いただきました事業者に対

して、新型コロナウイルスのほか台風、地震等不測の事態が発生した場合の対

応について、直接お話を伺わせていただいた内容を整理したものを記載してお

ります。１頁目にまいりまして、こちら旅行とホテルについて書いておりまし

て、旅行業界では無償での旅行の変更を行われたり、ホテル業界では会員制の

宿泊施設については有効期間を延長するなどの対応を行われていたようです。 

２頁目にまいりまして、航空業界では約款に規定されている手数料を免除し

て払戻しに応じる、結婚式業界では一度の延期であれば延期料なしで対応す

る、フィットネス業界では会員資格を維持できるように、休会制度を新たに導

入する等の対応が行われておりました。 

３頁目にまいりまして、遊園地・テーマパークの業界では前売券の有効期間

を延長して休園後も利用できる形の配慮が行われていたり、コンサート業界で

は、チケット代金の返金等について、業界団体でガイドラインを作成されてお

りました。また、リフォーム業界では、新型コロナウイルスの影響により中国

から部材が届かなかったようなケースでは、事業者都合という形で無償での工

期延長などの対応をされていたとの話をお聞きしております。資料２－２の説

明は以上でございまして、最後に資料３－１のご説明をさせていただければと

思います。 

こちらは消費者モニター調査の結果をまとめておりまして、１頁目にまいり

まして、冒頭申しましたが令和２年２月１日から６月 30日まで期間中に旅

行、コンサート・イベント、遊園地・テーマパーク、スポーツクラブ・文化教

室、結婚式、飲食店についてキャンセルした経験の有無をお聞きした結果が記

載されております。なお、質問した内容の詳細につきましては、資料３－２で

別途お付けしておりますので適宜ご参照いただければと思います。その上で２

頁目以降は、緊急事態宣言前、緊急事態宣言中、緊急事態宣言後に分けて質問

しておりまして、ここでは、緊急事態宣言前・中・後に分けてキャンセルにし

た件数をお聞きしております。 

なお、緊急事態宣言については、都道府県において独自のものを出されてい

たものがありまして、今回の調査では東京都が出した東京アラート、北海道の

出した緊急事態宣言は、緊急事態宣言中に含める形で質問を行っております。

また、北海道につきましては、３月 20日から４月 15日まで緊急事態宣言の一
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時解除中という形で集計を行なっているところなんですけれども、こちら数と

して回答数が少なかったため今回の資料３－１からは省略しております。 

３頁目の以降ご説明でございますが、キャンセル経験のあるサービスごとに

その中で、最も金額が高かった１件に絞って質問をしております。３頁から５

頁は、それぞれ緊急事態宣言前・中・後に分けてキャンセルした際のキャンセ

ル料等の支払いの有無についてお聞きした結果を表示しております。 

続いて、６頁に飛びまして、ここからはキャンセル料又は代金の全部又は一

部を支払われた方を対象とした質問となっておりまして、キャンセル料等の支

払いについて納得して支払われたのか、納得できないが支払われたのか二者択

一形式で選択していただいた結果を表示しております。なお、ここでも契約金

額が一番高かったものに関して、納得できたか、できなかったかという聞き方

をしております。 

７頁にまいりまして、７頁から９頁目は緊急事態宣言前・中・後に分けまし

て、納得できたと回答した消費者に対しまして、納得できた理由の回答を記載

しております。続いて、10頁から 12頁は納得できないと回答いただいた消費

者に対しまして、こちらも緊急事態宣言前・中・後に分けまして、納得できな

かった理由をお聞きした内容を表示しています。 

駆け足の説明で大変恐縮でございましたが、今回の資料についての説明は以

上でございます。 

 

〇山本座長 

ありがとうございました。 

 

【３．参考人安田洋祐准教授ヒアリング】 
○山本座長 

それでは、続きまして、安田先生からご説明をお願いいたします。 

 

〇安田准教授 

改めまして、大阪大学の安田です。本日はこのような機会を与えて頂いて、

どうもありがとうございます。 

タイトル「キャンセルポリシーのミクロ経済理論分析」と、かっこいいのを

つけてしまったんですけれども、今日何をお話しするかと言うと、このキャン

セル料のあり方について、何か今後皆さん議論をされる上での土台と言うか視

点を少し経済学の方から提供できればということでお話しさせていただきたい

と思います。次のページにいってください。 
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まず、最初に、何かしらの最初太い幹があった方が全体像が理解しやすいか

なと思って、やや強引ではあるんですけれども、この経済学、特に法と経済学

という分野でよく使われるコースの定理というのを引用しました。このリーダ

ーシップのロナルドコースという方は、1991年にノーベル経済学賞受賞してい

る高名な経済学者で、彼が 1960年に The Problem of Social Costという比較

的短いエッセイのような論文の中で書いている内容が、今日コースの定理と名

前をつけられ、いろんな使われていると、ざっくり言うとコースの定理は次の

ようなものですね。 

取引費用が十分小さければ、権利をどのように配分しようとも交渉ないし、

再交渉によって効率的な取引を実現すると、これが属にコースの定理と言われ

るものの中身なんですけれども、文字通り読んでしまうと、なんかあんまり権

利配分ってどうでもいいかなって気がしてしまうんですけれども、コース自身

の真意は全くそうではなくて、むしろ彼が強調しているのは、この取引費用な

るものが非常に大きくなることがしばしばある、権利をどう配分しておくかに

よって、その取引費用の額が変わってくる。できるだけ取引費用が小さくなる

ような、権利配分というものを仕組みとして作っておくことは重要だというこ

とをコース自身は言っています。 

いったい取引費用が何ぞやってことは、次のスライドで紹介するんですが、

取引費用が何かによって、この定理の含蓄というのが随分変わってきて、例え

ばなんですけれども、これ効率的な取引を実現するための費用を取引費用だっ

て定義するとトートロジーなんですよね。法律的な取引を実現するためのコス

トが小さければ、それは実現するだろうと単なるトートロジーになってしまう

んで、取引費用が一体何だっていうのは、実はとても重要な問題です。それに

ついては、次のスライドで扱うんですが、このコースの定理を、今日のテーマ

であるキャンセルポリシーに応用する、適用すると何が言えそうかと言うと、

取引費用が小さい時というのは、キャンセルポリシーが何であっても、この後

でご紹介するような取引から発生する効率性に注目すると、あまり結果は変わ

らない。ただ、取引費用なるものが大きい時というのは、キャンセルポリシー

の設定次第ですね、取引費用の大小ってのが大きく左右されるかもしれない。

その点に注意しましょうということになっていきます。次のスライドお願いし

ます。 

取引費用とは何かと。英語でコース自身は、トランザクションコストと呼ん

でいるんですけれども、大きく分けると、僕なりの分類の仕方なので、法と経

済学の専門家の先生とかちょっと違った異論があるかもしれないですけども、

今回のプレゼンテーションをよりすっきり見通すために、取引費用を２種類に

分類します。一個目が、費用コストの視点。もう一個が、効率性エージェンシ
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ーの視点ですね。少し硬い表現なってしまったので、この費用視点というの

は、もしも取引結果が変わらない場合だとすると、以下のような項目が取引費

用とふうに考えられます。ぱっと、トランザクションコストって聞くと、イメ

ージするのはこの事務手続きの手間ですよね。何かしら売買契約を結ぶ時に、

契約書を用意したりとか、万が一規約違反があった時にそれをきちんと司法手

続きでもって契約を履行させるとか、いろんなものが事務手続きの手間として

発生します。 

こういう、ぱっとイメージしやすい、いかにも The取引費用みたいなものも

あれば、そうじゃなくて何かしらですね、取引に付随してリスクが発生する今

日のトピックと言うか、テーマである新型コロナが発生してしまったことによ

って予想していなかったマイナスのイベントが起きると。これは、不確実なイ

ベント、起きてほしくないイベントが起きてしまった。これはリスクだって風

に考えることができます。このリスク負担であるとか、あるいはですね、心理

的に取引手続きで、本来従うべき取引に自分は従わないとなんか心理的な葛藤

を起こすみたいなものが生まれる。これも取引費用に含めることはできます。 

他にも情報が、必要な取引を行う上での情報取得するために、探索費用がか

かるかもしれない。あるいは望ましい結果を実現するために、望ましい行動を

取って欲しいんですけれども、その取って欲しい相手が、なんらかの形でその

人しか知らない情報とか、見えない行動が取れる時には、従わせるために一定

の報酬を支払わなきゃいけない。これをエージェンシーコストと呼んだりしま

す。いろんなものが、費用視点で見た時に、取引費用としては上がってくる

と、括弧付きでそれぞれの費用コストを分析している経済学の分野ってのを紹

介しているのですけれども、この後、強調したいのがリスク負担になります。

これが費用視点ですね。取引結果が変わらない、今日の文脈で言うと、キャン

セルをするとコロナが発生してしまったらキャンセルをする結論は変わらな

い。キャンセルは起こるべくして起こる時に、こういった取引費用、ここで並

べている費用項目が少ないような、あらかじめキャンセルポリシーを取ってお

くのが合理的じゃないかって発想になってきます。 

次、効率性視点というのは、もしもこのあらかじめ決めていた権利配分であ

るとか、今日のテーマで言うと、キャンセルポリシー次第で取引結果自体が変

わりうると、キャンセルするかもしれない、新型コロナでもキャンセルしない

かもしれない。その辺の結果が変わるうる時に、取引費用は何かっていうと、

本来はこの取引が行われた方が望ましいと、何らかの社会的な余剰を生み出す

という場合に望ましい取引を行われなかったりとか、あるいは取引を行われて

しまうと、ものすごい損害が発生するんだけれども、そういった望ましくない

取引を行われてしまう。これも直接の費用というイメージはないかもしれない
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んですけれども、結果として社会全体のパイを小さくしてしまう。機会便益を

実現できなかったりとか、機会損失が発生してしまうって意味ではやはり広い

意味での取引費用だという風に考えることができると思います。なので、この

費用視点と効率性視点でそれぞれ取引費用を小さくするってことが、別個に一

応議論ができるかなということで、この後の話も、費用視点で見るとこんなこ

とが言える、効率性視点で見るとこんなことが言えるんじゃないかと分けて議

論していきたいと思います。次のスライドお願いします。 

費用視点で今日の僕のプレゼンで強調したいのが、このリスク負担の軽減と

いうところで、何かって言うと新型コロナのように、起きて欲しくないこれは

売り手にとっても買い手にとっても望ましくないようなショックが発生してし

まったと、誰にも責任はないわけです。これが起きてしまった時に、基本原則

としては、もしもこういった取引が行われないようなマイナスのショックが生

じてしまった場合には、リスクに対して強い主体が損害を負担する。で、リス

クに対して弱い主体が損害を補填してもらうというのが、基本的な発想になり

ます。これは、どういうことかと、リスクに対して強いっていうのは、ちょっ

と専門用語なってしまいますけれども、リスク回避度が低い。あるいは、そも

そも持ってる資産額が多い、あるいはこういったリスキーなイベントがたくさ

ん発生している人という風に考えることができます。 

それぞれ説明すると、例えばこの後でご紹介するんですけれども、ホテルに

宿泊しようと思っていたんだけれども、新型コロナが感染拡大してしまった

と、キャンセルをしたい時の状況考える時に、仮に利用者、消費者側がホテル

代金を負担することになると、いろんな方がいらっしゃるといますが、年収数

百万円の家庭だとすると、数百万円の資産、資産というか所得がある方が、１

回例えば家族で泊まって全部で 20万円ぐらいのホテル代金だとすると、数万

円から数十万円の負担をするっていうのは、そのご家庭、利用者の方にとって

みると結構やっぱりリスクは高いイベントなってきます。一方でホテル側から

考えると、お客さんがたくさん来ると、どれくらいの規模のホテルかによりま

すけども、数千万円から数億円の売上が期待できるようなホテルからすると、

特定のお客さんが数万円から数十万円のキャンセルを行うってことは、全体と

しての売上規模であるとか、企業側の資産からすると微々たるものだというこ

とで、一回こっきりのこういうキャンセルに関しては、リスクに対して強い主

体はやっぱり会社企業サイド、弱い主体は消費者だという風に通常は考えま

す。ちょっと微妙なのは、新型コロナの場合はキャンセルするって言っても、

一人二人じゃなくて、大量にキャンセルが発生してしまうと、もともと資産額

が多い、あるいは売上高が大きめの事業者さんであっても、リスクが同時期に

重なってきてしまうので、これはトータルで見ると決してリスクに対して強い
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と言えないかもしれないので、この辺は時間があれば後で議論したい。ここで

言えるのは、通常、新型コロナと関係なく、たとえば病気だったから泊まりた

くても泊まれないとか、突然身内に不幸があってキャンセルしたいですみたい

な、特定の消費者にランダムに起きるような、突発的なマイナスのショックの

場合に、消費者側が負担するんじゃなくて、リスクに対してより強い企業側、

売り手側が損害を負担する方が合理的だろうということです。なので、ちょっ

と強引なんですけれども先ほどのコースの定理の取引費用、費用面から見た時

に、ここで注目しているリスク負担を考えるのであれば、企業側が負担で、個

人が補填されるというのが、望ましい一つの視点だろうということですね。次

のスライド行っていただきます。 

ここからが、今日のお話のメイントピックなんですけど。効率性視点という

のは、ちょっと抽象的で分かりにくい部分もあると思いますので、簡単な例で

すね、ホテル宿泊を考えているお客さんと特定のホテルを仮想的な例ですけれ

ども、数値例を使いながら説明していきたいと思います。 

今あるお客さんが、ホテルの宿泊を予約すると、この５万円は宿泊価値って

あるんですけれども、いくらぐらいまでだったら支払いをして、このホテルに

泊まりたいかっていう支払意欲 willingness to payを５万という風にここに

おいておきます。５万円より高かったら泊まりたくないけど、安かったら積極

的に泊まりたいというような金額です。いわば、お客さんの宿泊の価値を金銭

換算したもの。一方で、ホテル側は、このお客さんに泊まってもらうために、

色々と準備したりとか、食事もそうですし、ベッドメイキングもそうですし、

人を雇ったりといろんなことがあるので、かかる費用はだいたい２万円として

おきましょう。宿泊代金はいくらかわからないですが、ここでは５万円と２万

円のたまたま中間だってことで、３.５万円が宿泊代金だという風に仮想的に

考えておきます。良くこういった取引を行われる時に、その取引から生じる利

益、社会全体の便益を金銭換算して考えることが経済学で多いんですが、ここ

ではそのお客さんの支払意欲の５万円からホテル側の費用２万円を引いた３万

円分というのが、取引か生じる利益これを専門用語ですけど「総余剰」「トー

タルサープラス」という風に呼んでいます。細かく、お客さんとホテルそれぞ

れがどれぐらい金銭換算した利益は得ているかを見ると、消費者はお客さんの

方は宿泊価値５万円から実際に払った宿泊代金３.５万円引くと１.５万円分の

便益があったという風にここでは考えましょう。生産者の方は、頂いた代金が

３.５万円でかかる費用２万円なので差し引き 1.５万円分の余剰ないし利益が

発生するということですね。新型コロナのような突発的なイベントが起きなけ

れば、トータル３万円で消費者・生産者それぞれ 1.５万円ずつ便益が発生して

みんなハッピーという表現です。次のスライドお願いします。 
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ここでまだちょっとコロナのような事態が起きる前に、キャンセル料として

どんなものがあるかというのをここでは、実際もしもキャンセルが起きた時に

お客さんがいくら負担することになるかって形で、適当なんですけど４つほど

考えられるポリシーをあげてみました。 

一個目のポリシーＡというのは、Ｘお客さんの負担が０円ですね。無料でキ

ャンセルできると、言い方を変えるとキャンセルした場合に、すでに払った

３.５万円が返ってくるということですね。キャンセルＢは、Ｘが１万円、１

万円のキャンセル料がかかると、全額は返ってこないんだけれども２.５万円

返金される。ポリシーＣは、これは実際に確か消費者庁のアンケートの中でも

あったかもしれないですけれども、かかった費用分だけは負担してくださいと

いうことで、今の例ですとホテル側の費用というのは、だいたいで２万円って

ことなんで、２万円分をお客さんに負担してもらうと、残りは返金しますよと

いうことで、1.５万円分の返金がポリシーＣですね。ポリシーＤは、消費者か

らすると厳しくて、全額負担しなさい。キャンセル出来ないと言うか、宿泊し

なくてもお金は返しませんという極端なポリシーですね。実際コロナ禍で、こ

こまで極端な消費者に全額負担させるみたいなポリシーをとっていた事業者さ

んは、ヒアリングの中でもなかったと思いますが、一応あげておきます。 

それぞれのポリシーのもとで、この後見ていきたいのは、コロナが発生し

て、もともとは宿泊価値が５万円だったんですけれども、それがコロナによっ

て下がるということは考えられるわけです。いろんな理由があると思います。

感染リスクがあるので旅行に行きたくないという方もいれば、特に感染など気

にしてないんだけれども、せっかくいいホテル泊まってもそこで浮かれた様子

をＳＮＳとかにあげると、なんとなく周りから白い目で見られるので満足度は

下がるとか、なんでもいいんですけれども、コロナによって宿泊価値が下がる

と、どれぐらい下がるかによって、実は起こりうる結果がこの各ポリシーのも

とで変わってきますというのを見たいと思います。次のスライドお願いしま

す。 

新型コロナが発生して宿泊価値が下がってしまったと、まだ新型コロナが起

きてですね、状況としてはコロナが流行る前にホテルの予約をしていたんだけ

れども、突然こういった予想をしなかったようなイベントが発生してしまう

と、それによって実際に泊まった時に自分が得られる宿泊価値ってものは下が

りましたというような状況をイメージしてください。 

最初のシナリオですね。シナリオ１という風に勝手に名前をつけてますけ

ど、元々５万円だった宿泊価値が４万円に下がってしまう１万円分価値が下が

ると、この場合は元々の価格が３.５万円なので、キャンセルポリシーとは関

係なく、どのポリシーの下でもキャンセルせずに宿泊を選択するはずです。な
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ぜかと言うと泊まることの便益が４万円分で支払う金額３.５万円なので、５

千円分まだ消費者余剰ある便益あることで、このシナリオ１の下では、特にど

のポリシーをとっていてもキャンセルが起こらず宿泊が選ばれると、ちなみに

社会的にも望ましい結果ですね。先ほどコースの定理の紹介の時に、権利の配

分によって結果が変わるかもしれないと話しましたけれども、社会的に望まし

い結果このシナリオ１のもとでは宿泊です。なぜかと言うと宿泊が発生するこ

とによって、消費者が４万円分の価値を持っていて、かかる費用は２万円なの

で、社会全体で２万円分の余剰が発生すると、プラスのパイが発生してるん

で、この場合は宿泊をすることがこの双方にとって望ましいですし、実際にど

のキャンセルポリシーのもとでも、この望ましい宿泊は選ばれ続けるというこ

とですね。小難しい表現をしましたけど、新型コロナ影響をほとんど受けない

消費者っていうのは、キャンセルせずに泊まりに来るその程度の話です。 

シナリオ２、もうちょっと宿泊価値が下がちゃった人ですね。２万円下がっ

ちゃいました。元々５万円だったんだけれども、コロナがあるんであまり軽々

しく旅行したくないな、３万円分ぐらいしかもはや価値がないという場合に何

が発生するかですね。これはキャンセルポリシーによって起こり得る結果が変

わってきます。ポリシーＡですね、無料でキャンセル出来る３.５万円がまる

まる返ってくるっていうシナリオの場合には、宿泊を選ばなくなります。キャ

ンセルを選ぶと、なぜかと言うとキャンセルすれば３.５万円返ってくる、一

方でキャンセルせずに泊まってもそこで得られる便益は３万円なので、返金し

てもらった方が得なわけですよね。ということで、ポリシーＡのもとではキャ

ンセルが起こります。他の場合ですね、ポリシーＢからＤの場合は宿泊価値３

万円に下がってるんですけど、依然として宿泊を選び続けます。なぜかと言う

と、例えば Ｂの場合ですと、キャンセル料１万円かかるって場合だとキャン

セルした場合、２.５万しか返ってこないですね。返ってくる２.５万円と自分

たちが泊まっていれる３万円を比較すると、３万円のほうが多いのでポリシー

Ｂの場合はむしろ宿泊を選ぶ。ＣＤも同様です。 

ということからですね、このシナリオ２においては、キャンセル料をいくら

に設定するか、あるいはキャンセルポリシーの違いが結果の違いを生みます。 

じゃあ、このシナリオ２のもとで社会にとって望ましい結果が何かってという

と宿泊なんですね。なぜかと言うと消費者にとって泊まって得られる便益が３

万円で、宿のコスト２万円のままなので差し引き１万円分の社会全体に余剰パ

イが発生してるわけですけれども、キャンセルしちゃうとこの１万円分は消え

てしまうと。なので、このシナリオ２のもとでは社会的に望ましいのは宿泊な

んだけれども、ポリシーＡという消費者にキャンセル料を無料で全額返します

ってことをやってしまうと、望ましい宿泊が阻害されるということがわかりま
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す。これも後で時間があればちょっと議論したいんですけど、ここで今考えて

いる宿泊価値というのは、あくまでもこの宿泊者本人の価値で、泊まることに

よってコロナ感染が拡大してしまうっていう負の外部性のようなものが生じう

るかもしれないんで、そういう場合にはちょっとまた議論変わってくるんです

けども、そういった感染拡大の影響とかを一旦無視すると今望ましいのは宿泊

であるにもかかわらず、シナリオ２の下でポリシーＡを選んでしまうと、それ

は選ばれない。次のスライドお願いします。 

シナリオ３を今度は３万円に宿泊価値が下がった場合ですね。５万円から２

万円になってしまったと、先ほどと同様でポリシーＡ、そしてまた今度はポリ

シーＢの下でもキャンセルが発生しますね。ポリシーＢは２.５万円返ってく

るので、泊まっても２万円の価値しかないんだったら、これキャンセルして

２.５万円返してもらった方が得だということですね。一方、ポリシーＣ、Ｄ

のもとでは返金額というのは２万円より少ないので、これだったら泊ろうとい

うことで、２種類のポリシーのもとですね、Ａ、Ｂではキャンセルが発生し

て 、Ｃ、Ｄでは宿泊が起こると。この宿泊価値が２万円というのは、ちょう

どですね宿泊することによって消費者が得られる便益と、宿のコストというの

が同じ２万円で一致しているので、これは社会的に見ても泊まろうが泊まるま

いが、変わらない。価値自体は新たに生み出されない。どっちでも結果として

いいわけですけれども、ポリシーによってキャンセルか宿泊が変わってくると

いう、ちょうどギリギリのケースになっているというイメージですね。 

シナリオ４は、今度は４万円下がってしまってもうほとんど宿泊価値がない

と、もう１万円しかないですね。この場合はポリシーＡＢＣのもとではキャン

セルが発生する一方で、全額この消費者が負担しなきゃいけない、キャンセル

できないっていうポリシーＤのもとでは宿泊を強行します。なぜかと言うと、

結局お金返ってこないですよ。一銭も。なので、宿泊価値がプラスであれば１

万円とか、極端な話 100円でも泊まった方が良いと、どうせお金返ってこない

んだったら泊まった方が良いというのがポリシーＤのもとで起こる結果です。

このシナリオ４の下では、お客さんが泊まりに来ても、宿としては２万円分コ

スト掛かってる、なので２万円未満の便益しか消費者に生じないんであれば、

社会としては全体としては、宿泊が起きない方が良いと、キャンセルが起きた

方が望ましいにもかかわらず、ポリシーＤのもとでは望ましくない宿泊という

結果が起こってしまうということですね。 

最後、最も極端な結果ですけれども、宿泊価値はマイナスになるとこともあ

るかもしれないと、お金もらっても泊まりたくないみたいな状況ですね。もの

すごい例えばコロナ感染を気にされている方とかだと、こんな時期にどこかよ

その泊まりに行くってのは、もうこれは罰ゲームに近いと、１万円もらっても
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行きたくないみたいな人がいるかもしれない。そういう場合は、宿泊価値がマ

イナスだっていう風に考えられるわけですけれども、当たり前ですがどのキャ

ンセルポリシーのもとでも、お客さんはキャンセルします。社会的望まし結果

も当然キャンセルですと。というような形で、以上５つのシナリオをご覧いた

だきましたけれども、キャンセルポリシーによって起こる結果が変わってくる

と、これがさっきのコースの定理で費用面ではなくて、効率性面に注目すると

実はこのキャンセル料の設定とか、キャンセルポリシーの立て方というのは、

割と面白い違いを生み出すってことは、簡単な例ですけど、ご理解いただける

んじゃないかと思います。次のページお願いします。 

当然ここで疑問に思うのは、では今のシナリオの下で望ましいキャンセル料

というのはいくらなのか。つまり、キャンセル料をいくらかに設定すれば、社

会全体として宿泊が望ましい時には、お客さんが自発的に宿泊を選んで、逆に

望ましくない時にキャンセル選んでくれる。そんなキャンセル料の水準っての

を計算できないかって素朴に思うわけですけれども、簡単に実は計算できま

す。それは、宿泊代金からホテルの費用を引くと、先ほどの数値例で言うと 

３.５万円からホテル側の費用２万円を引いて 1.５万円という水準をキャンセ

ル料として設定しておくと、ここ数式書いていますけど、お客さんが宿泊を選

ぶ条件っていうのは、自分の払った金額、価格（Ｐ）からキャンセル料（Ｘ）

というのを引いたものが手元に返ってくると、この金額と泊まることによって

得られる便益（Ｖ）というのが、比較したときに（Ｖ）の方のが大きければ泊

まるわけです。これが宿泊を選ぶ条件です。 

社会的に宿泊が望ましい条件っていうのが、この（Ｖ）が宿側のコスト

（Ｃ）よりも大きい、この二つはですねちょうど一致するような水準に 

（Ｘ）を設定してあげればいいんですけれども、ここで（Ｘ）を宿泊代金

（Ｐ）から、ホテル費用（Ｃ）を引いたものに設定してあげると、この二つの

条件がぴったりと一致するということが確認できます。1.５万円にこの例で言

うと設定しておけば、色々と頭を悩ませることなく、自発的にお客さんが社会

的に望ましい結果を選んでくれますよという話ですので、ポイントはこの望ま

しいキャンセル料は決して０円ではないってことね。このキャンセルポリシー

Ａのように消費者が常に無料でキャンセルできてしまうというのは、本来宿泊

した方が望ましいにも関わらずキャンセル選ぶっていうケースが増えすぎてし

まうというようなバランスになっています。次のスライドお願いします。 

以上の２つの分析ですね、費用面に注目したリスク分担の話と、効率性面に

注目した望ましいでキャンセル料というのを踏まえて何が言えそうですかと言

うと、まずリスク負担を重視する場合、これはキャンセル料をゼロもしくは少

額にして出来るだけリスクに対して弱い消費者を守る、これが合理的な政策に
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なってくるだろう。一方で先ほどの効率性の視点ですよね、宿泊すべき時には

宿泊をすることによって社会全体で余剰パイが生まれる時には宿泊が起こり、

逆にパイが小さくなる時にはキャンセルが起こるような、キャンセルポリシー

というのを考えると、これは一部やっぱりお客さんに負担させた方がよかろ

う、負担させる水準に関しては丁度 （Ｐ）マイナス（Ｃ）なので、企業の粗

利益みたいなものですね、こことキャンセル料をちょうど一致させるべしだっ

ていうことは先ほど分析から示唆される。これを金額で見ると、（Ｐ）マイナ

ス（Ｃ）なんですけれど、割合でいうと、払った金額の掛ける利益率、（Ｐ）

引く（Ｃ）を（Ｐ）で割ったようなものというのを、消費者が負担するとちょ

うどバランス良くなる。なので、以上言った二つの視点があるわけですけれど

も、リスク負担を重視するんであれば、キャンセル料は非常に低い水準にすべ

しだと、一方で効率性を重視するんであれば、キャンセル料はこの企業の儲け

に近い水準にもっていく方が良い、実際にはこの二つどれぐらい重視するかの

ウエイトによって変わってくると思うので、望ましいと言うか最適なキャンセ

ル料は、このゼロと企業の儲けの間のどこかになってくるのではなかろうかと

いう話です。次スライドお願いします。 

若干余談なんですけれども、今のフレームワークでやや強引ではあるんです

が色々と物議を醸している Go Toトラベルみたいな、Go Toキャンペーンにつ

いても評価することはできます。ここで先程キャンセルが起きた場合の消費者

の負担を（Ｘ）という風に記号を置きましたけれども、Go Toトラベルで出て

くる補助金ですねこれを（Ｙ）と記号で置いてあげると、宿に泊まった時にお

客さんが宿泊を選ぶ条件がなにかっていうと、価格（Ｐ）から補助金（Ｙ）が

出るので （Ｐ）引く（Ｙ）っていうのが実際の負担ですよね。負担金額が泊

まることの価値で、宿泊価値（Ｖ）よりも負担が小さければ、宿泊を選ぶ。社

会的に宿泊が望ましい余剰が増える条件というのはさっきと同じで（Ｖ）が

（Ｃ）よりも大きいと、ここでこの補助金額（Ｙ）というのは、先ほどと同じ

ように（Ｘ）と最適な水準と同じように（Ｐ）マイナス（Ｃ）の形で設定して

あげると、この宿泊が望ましい時にこの補助金を通じてですね宿泊が実際に実

現する。逆に望ましくない時は、そもそも宿に泊まろうとしないという形で、

少し強引ではあるんですけれども、 Go To事業のような補助金っていうのも、

一定のこういった分析を踏まえると、そこまで筋を悪くないかもしれないと、

社会的に望ましい宿泊を促進するために、なしではないかなと感じはしてくる

わけです。ただ問題はですね現実の補助割合、実際に３５％分割引というか補

助金が出て、プラスクーポン券が出て、最大そこを割引と解釈すれば３５から

５０%ぐらいの補助割合になっているんですけど、これ先ほど言及した利益率
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と比べて、一見すると大きすぎる気もするんですけども、その辺をどう評価す

るかってことです。 

このスライドの分析における一個注意点としては、価格がある程度固定され

ていて、動けないとか動かせないっていうような状況じゃないと、分析が的外

れになるかもしれません。先程のキャンセルの話も元々の価格というのが決ま

っていて、それが動かせないという時にキャンセル料の負担をどういう風にす

ればいいかっていう議論だったんですけれども、Go Toトラベルの場合はです

ね、これ補助金をばんと出すと、市場全体で当然需要が増えると、補助金がな

かった時と比べて補助金付けると需要が増えるので、時間が経てば、おそらく

宿泊金額（Ｐ）自体が上昇するはずなんですね。短期においてはあんまりこの

（Ｐ） が変わらないかもしれないということを踏まえると、このおまけの分

析というのがある程度的を射るかもしれない。これは（Ｐ）が自由自在に調節

されてしまうと、中長期の話でいうと、ここでの議論というのはもはや成立し

なくなるかもしれないので、あくまでもちょっと短期の限定的な条件状況の下

での分析だという風に解釈していただければと思います。次のスライドお願い

します。 

最後のスライドなんですけれども、今日お話したのは、非常に単純化された

おもちゃみたいな状況、おもちゃのモデルのような状況だったんですけれど

も、強調したかったのは、そもそもこのキャンセルあるいは望ましいキャンセ

ル料を考える上での分析の視点の提供です。 

リスク分担、コースの定理で言うところの取引費用の費用面に重視するんで

あれば、消費者を保護するというのは大原則として推薦することができると。

一方で望ましい取引を実現するっていう視点ですね、効率性の視点に立つと、

必ずしも消費者を手厚く保護するということが良いとは限らないということで

すね。この辺を整理するためにお話をしたと、最後ちょっと時間もあれなんで

すけども、色々と重要な論点が抜けておりまして、ぱっと思いつくだけでもこ

のようなものがあるんじゃうかとばーっと羅列したんですが、これはこの後

で、皆様からご質問等があればそれに合わせてお答えしたいと思います。とい

うわけで、ご清聴どうもありがとうございました。 

 

〇山本座長 

大変興味深いお話をいただき、どうもありがとうございました。 

それでは、委員の皆さんから安田先生へご質問をいただきたいと思います。

ご質問がある方は、お名前と発言を希望する旨をチャットでご送信下さい。た

だ、安田先生 11時までのご出席と伺っておりましたが、後５分ぐらいしかあ

りません。 
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〇安田准教授 

質問は続く限りはお答えします。 

 

〇山本座長 

ありがとうございます。では、委員の皆様から、チャットでお手を上げてい

ただければと思います。平尾委員、どうぞ。 

 

〇平尾委員 

弁護士の平尾と申します。ちょっと１点だけ前提を確認したかったんですけ

れども、先生が今回整理されていたホテルの事例で、これはあくまでホテルが

サービスを提供できる、客観的にみて宿泊サービスが利用できますよっていう

状況を前提にしておられるということですね。 

 

〇安田准教授 

はい、そうです。 

 

〇平尾委員 

この宿泊価値の低減というのは、客観的な価値というよりは消費者の主観の

消費者側の事情による価値低減であると。 

 

〇安田准教授 

そうです。 

 

〇平尾委員 

分かりました。ありがとうございます。ちょっと前提だけ確認したかったの

で。 

 

〇安田准教授 

 非常に重要なポイントで、ちょっと時間が限られていたのであまり細かいと

ころ背景を説明しなかったのですけれども、今回ターゲットにしているのは、

消費者側の都合でキャンセルしたくなりうるような状況ですね。なので今日の

トピックで言うと、新型コロナの感染拡大とかを念頭に置いているんですけれ

ども、それ以外でも例えば、冒頭でご紹介したように病気になってしまうと

か、何かしら他の用事が入ってしまうとか、なんでもいいんですけれども、予
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期していなかった消費者だけしか知らないイベントがあって価値が下がってし

まった場合に、何が起きるかっていう風に解釈頂いてもいいと思います。 

 

〇山本座長 

ありがとうございます。では、垣内委員、お願いします。 

 

〇垣内委員 

垣内です。大変興味深いお話ありがとうございました。勉強になりました。

２点ほど教えて頂きたいことがありまして、１点目なんですけれども、前提の

ところ理解に関するお話で、スライドですと３頁目のところになります。ここ

で取引費用との関係で、取引結果が変わるかどうかということに着目されて説

明をいただいたんですけれども、ここで言われている取引結果っていうのは、

説明の中でキャンセルすることになるか、しないことになるかということを取

引結果という風に言われていたのかなと思ったんですが。 

 

〇安田准教授 

そうです。 

 

〇垣内委員 

キャンセル料をいくらにするというのも、交渉の対象にはなりうるような感

じもするんですけど 

 

〇安田准教授 

はい、そうです。 

 

〇垣内委員 

その点は取引結果には含まれるということなのか、含まれないということ

か、その点はいかがでしょうかというのが１点です。 

 

〇安田准教授 

はい、分かりました。 

 

〇垣内委員 

それから、２点目ですけれども、おそらく最後のスライドに出ていたサンク

コストの問題に関係するのかなと思いますけれども、その分析に使って頂いた

モデルでホテルでかかる費用というのが問題にされていて、これが常に２万円
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であるということで分析されていたんですけれども、実際に宿泊されない場合

にはかからない費用であるとか、あるいは宿泊されなくてもかかってしまう費

用であるとか、そういったものが現実にはあるのかなと思いますけれども、そ

ういったものはこの分析にはどういう形で影響するのでしょうかというのが、

２点目の質問です。よろしくお願いします。 

 

〇山本座長 

それでは、お願いいたします。 

 

〇安田准教授 

はい、２点ともとても重要かつ鋭いご指摘で、まず１点目なんですけれども

今日の話の中では、キャンセル料をいくらにするのか（Ｘ）の水準をどうする

のかっていうのは、予め定めておく権利関係というか広い意味でのルールだと

いう風に考えていて、結果としてはキャンセルが起きる、あるいは引き続き定

められた金額３.５万円ですかあの例だと、そのもとで払って泊まるかその２

種類しか結果考えていないです。 

ただ垣内さんおっしゃるように、いくらで泊まるのかって再交渉の結果そこ

を含めて、結論が変わってくるっていうようなフレームワークで考えることも

可能だと思います。ちなみになんですけども、冒頭でご紹介したコースの定

理、取引費用が小さい、あるいはなければ、そういったキャンセル料の水準と

関係なく、常に効率的な結果が実現するっていう話が、先ほどの例とどう繋が

っているかというと、例えばなんですけれど、価値が、宿泊価値が３万円に下

がってしまったケースで、もしもスライド出せるんでしたら、それ見ながらの

ほうがが話しやすいかもしれないですが、頁で言うと、シナリオ２のケースな

ので、７頁ですね。７頁もし出せたらお願いしたいんですけど、出ますかね。 

 

〇玉置専門官 

対応しておりますので少々お待ちください。 

 

〇安田准教授 

このケースであの話を進めていくと、ポリシーＡですねキャンセル料かかり

ませんというポリシーＡの下だと、キャンセルが起こるんですけど、それ以外

のポリシーの場合には宿泊が起きると、社会的望まし結果は宿泊なんですけれ

ども、ポリシーＡキャンセルは無料だと望ましい結果起きないと、一見このコ

ースの定理と違うこと起きてるような気がするんですけど。 
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コースの定理がここでどういう風に効いてくるかって言うと、再交渉できる

場合にはですね、一旦キャンセルをして３.５万円返してもらう。ところが、

自分にとって泊まることの価値は３万円で、お宅のコスト２万円なんだから

２.５万円で泊めてくれないかみたいな再交渉が可能な世界では、先程とは違

った結果が再交渉の結果まとまりうるわけですよね。 

今注目していたのは３.５万円払って泊まるか、一定のポリシーのもとで返

金を受けるかと、その二つに一つしか選べない世界を考えたんですけれども、

コースはその先を行って、いや再交渉すればいいだろうと、すれば別にポリシ

ーＡのもとでも望ましい結果実現されますよと言ってるんですけども、果たし

てそれが可能かどうかですね。実際にはホテル側のコストは明示的には書かれ

ていないですし、宿泊客の支払意欲っていうのは目に見えない値なので、現実

的にこういった再交渉というのは、おそらく難しいということを考えると、あ

らかじめそういった再交渉なく、望ましい結果に近いものがですね実現できる

ような、キャンセルポリシーを取っておくことが重要になるんではなかろうか

というような文脈でした。 

二つ目のこの費用２万円ですね、これも重要で今費用として考えるべきなの

は、よくあの経済学だと限界費用とか固定費用とかいう概念を使うんですけれ

ども、重要なのはですね、今宿泊が起こることによって、追加的に発生する費

用を本来ここでの費用という風にカウントすべきなんですね。例えばホテルで

すと当然と土地代がかかりますよね、それをお客さん来ようが来まいが家賃支

払いは変わらないので、そういった固定費はここから取り除くべきです。た

だ、一方で宿泊することによって、ご飯の用意をしたりとか、ベッドメイクす

る為に雇っている従業員の人の労働時間がちょっと長くなるとか、諸々のお客

さんを泊めるために発生する費用についてはここでもカウントすべきだと。細

かいことを言うと、このキャンセルが直前になった場合には、どこまでの費用

が取り返せるかというのは変わってくるかもしれないですよね。例えば雇って

いるスタッフのシフトもう決めちゃったと、突然キャンセルあっても別にその

人たちの労働時間を減らすこともできないので、もうコストかかっちゃいます

ってことになってくると、ここでの２万円からですね、すでに払ってしまった

これ埋没費用とかサンクコストとかって言いますけど、それを取り除いたもの

が真の限界費用なってくるので、２万円というのはあくまでも最大限かかるよ

うな費用みたいなイメージで、このキャンセルと直前になればなるほど２万円

よりも小さい値になってくるのは現実に起こりうる話です。ただ今日はちょっ

と複雑になるので、２万円というこの水準は特に変化なしっていう形で説明し

てしまいましたけれども、本当はその辺、細く考えなければならないと思いま

す。 
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はい、どうもありがとうございました 

 

〇垣内委員 

どうもありがとうございました。 

 

〇山本座長 

ありがとうございました。では、遠山委員、お願いいたします。 

 

〇遠山委員 

 遠山です。安田先生ありがとうございます。基本が分かっていないため、的

外れな質問であれば、ご容赦頂ければと思います。 

今、垣内委員がご質問された費用の関係ですが、先ほど、例えば土地のお話

について、「取り除くべき」という表現をされましたが、端的にいうと、キャ

ンセル料に含めて良いのか、良くないのかがよく分からなかったので、教えて

頂ければと思います。と申しますのも、ホテル、結婚式場や遊園地、また、ス

ポーツクラブもそうだと思いますが、このような業種は施設自体を売りにして

いるところがあり、費用としては、キャンセルまでの準備費用だけではなく、

施設を維持するための費用がかかるということがあります。それが回収できな

いとなると、コスト倒れになるのではないかと考えるのですが、資料９頁を見

ると、ホテルの費用（Ｃ）を「引く」となっているので、キャンセルの際は、

費用は発生しない前提で考えるのかと思ったのですが、そのような理解でいい

のか、そうであれば、実際にコロナ関連倒産が発生していることについては、

どのように考えたら良いのか、教えて頂ければと思います。 

 

〇安田准教授 

固定費の部分に関しては、キャンセル料に含めるべきではないという結論で

す。なので今おっしゃった通りで、一見すると企業側からすればですね、土地

の話もそうですし、何かしらお客さんを迎えるにあたっての先行投資とかして

ると、その分費用なわけですけれども、ただポイントになってくるのは特定の

お客さんがキャンセルする、しないに関係なく、その費用の額って払ってるも

ので、変わんないんですよね。なのでこれから宿泊した方が望ましいのか、あ

るいはキャンセルして宿泊を阻んだ方がいいのかという意思決定には直接関係

しないというところがポイントです。 

そうは言っても、高い地代であるとか準備投資して、それが回収できない

と、当然廃業倒産となってしまうんですけど、じゃあ、どうすればいいかって

いうのは、元々の価格水準をあらかじめそういった費用を加味してもですね、
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利益が上がる水準にしておくと。こういった突発的なキャンセルが生じるよう

な時のコスト換算に、先ほどのですね、固定費用の部分は入れてはいけないと

いう話ですね。二つは切り分けて考えるべきだと思います。 

 

〇山本座長 

ありがとうございました。他にご質問はありますでしょうか。よろしいでし

ょうか。 

これは、安田先生への確認ですけれども、今日のお話しで大変興味深かった

のは、宿泊価値が新型コロナでどう変わるかによって、前提が変わってくると

いうことです。これは、法律家にはあまりみられなかった視点でして、興味深

く思いました。その上で、望ましいキャンセルポリシーで挙げられているの

は、そのように宿泊価値がどう変わろうとも、少なくともこうしておけば望ま

しいというご趣旨でしょうか。それとも、そこは更に何か考えるべき問題があ

るのか。これはいかがでしょうか。 

 

〇安田准教授 

先ほどの例はあくまでも本当に簡単な例になっていて、企業側の費用ですよ

ね、限界費用の（Ｃ）ってものが見えると言うか、分かるっていう想定になっ

てるんですけれども、実際に個別のそういった取引ごとに、果たして限界費用

はいくらに計ったら見えるものでもないので、ざっくりとした計算にはなって

しまって限界があります。 

ただ、先程の最適なキャンセル料を求める際に、一番重要だと思うのは個々

の消費者の価値がどれくらい変化するか、見えないんですよね。見えないんで

すけれども、望ましいキャンセルのような水準（Ｘ）というのは個々の消費者

の価値（Ｖ）には全く依存しないとこですね。もともと決めた価格と直接見え

ないんですけど、ある程度概算できるかもしれない限界費用（Ｃ）の差分を使

えばいい、これは消費者に依存せずに設定できる。そこに設定しておけば消費

者が自ら社会的望ましい取引を選ぶように、誘導できるというところが売りと

いうか面白い点じゃないかとは思います。 

 

〇山本座長 

ありがとうございます。ただ、最後の Go Toトラベルの話ともおそらく関係

してるのだろうと思いますけれども、価格が変動しうるということが入ってく

ると、先ほど Go Toトラベルの話では、短期的にはこれで問題は少ないだろう

という話でしたが、キャンセル料に関しては同じような問題は出てこないので

しょうか。 
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〇安田准教授 

難しいのは、新型コロナのようにキャンセルが集中的に起きると、要は一人

二人ってレベルじゃなくて大量に起きると、同じような市場全体を通じて価格

に与えるプレッシャーみたいなものは発生するかもしれないんですけど。ただ

大きい違いは、このキャンセルに関してはもともと先程の例で言うと３.５万

円の価格を払っている、あるいは払うことをもう契約しちゃってるんですよ

ね。Go Toトラベルの場合はああいった補助金をつけることによって、補助金

前の価格と補助金政策の後の価格というのが、市場全体で恐らく変わって、ち

ょっと価格が上がってるはずなんですけれども、そこの変化っていうのはキャ

ンセルではもう原理的には生じないんですけど、Go Toトラベルみたいなこと

をやると生じると、その部分の違いがあるので、キャンセル料の議論に関して

は、Go Toトラベルで生じるような化学変化の影響を考慮しなくても大丈夫だ

と思います。 

 

〇山本座長 

ありがとうございました。今この場面でキャンセル料をどうするかという問

題に関してはなるほどと思いましたが、消費者契約法等で規制を考えるとなり

ますと、あらかじめ約款のような形で一般的にキャンセル料条項を設定する場

合に、その当否が問題になりますので、少し考えないといけない問題が広がっ

てくるのではないかとも思いました。 

 

〇安田准教授 

はい、そうですね。 

 

〇山本座長 

ありがとうございました。他に、沖野委員、ご質問をどうぞ。 

 

〇沖野委員 

すいません、ありがとうございます。私も理解していないことを恐れている

のですが、直感的に教えて頂きたい点があります。一般的なキャンセル料の定

め方の時には、キャンセルの時点と実際のサービス提供の時点の時間的間隔な

どによって、段階的な形で定めることもわりと見られ、それについて直感的に

そういうことも合理性がありうるという感じがしております。 

それは、特定の顧客がキャンセルしても、他方で、十分他のもので埋められ

る余地があるというそういう状態を想定しているのかと思います。従って、キ
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ャンセルと実際の履行の時期との間隔などを入れてくるという議論がやはりあ

ると思うのですが、この点は本日の分析の中に組み込まれるのか、あるいはそ

れは無関係な事情と考えるべきなのかということです。 

もう一つは、それが他の取引で埋められるのではないかという話をします

と、結局キャンセルの事由がどういうものであるかも関わってくるように思い

ます。つまり、特定の消費者にとってはすべてが不測の事態であるかもしれま

せんが、しかし、抽象的にはありうるかもしれない、たとえば病気になるなど

もあるかもしれないとは考えているけれども、自分が具体的にその時に病気に

なるととても思っていなかったからこそ契約するわけなので、契約時にはそん

なことはないだろうと普通は思う、せいぜいあるかもしれないけれどもぐらい

のことは考えるかもしれません。そういった個別の事由による場合に対し、他

の人にも同等に妥当するような事情によるものですと状況が変わってくるよう

に思います。他の人にも同等に妥当するといってもごく短期的に回復するよう

なものか、一定の期間続くようなものかとか、それによっても変わってくるか

もしれません。そういうキャンセルの事由といいますか、それを取り巻く状況

といいますか、そういうものによっても変わってくるような直感があるんです

けれども、どうでしょうか。 

 

〇安田准教授 

はい、おっしゃる通りですね。 

 

〇沖野委員 

気にする必要があるのか、気にするとすると、どういう形で入ってくるのだ

ろうかということを教えて頂きたいと思います。 

 

〇安田准教授 

まずその期間の問題に関しては、今日の本当におもちゃみたいな数理モデル

をご紹介したんですけれども、期間を長くしていく、その今日、明日、明後日

みたいな形で時間軸を設定していくというのは、そんなに我々というか分析を

する人間の立場からすると難しくはないです。 

どういった要素は変わってくるかって言うと、先ほど垣内先生の議論の際に

もあがったんですけれども、企業から見た費用ですね、これが時間が通じて変

わってくると、もちろん消費者側も、どのタイミングでショック起きるかとい

う、契約を予約をして次の日は何もショック起きなかったんだけど、その次の

日に何か予期してなかった病気にかかっちゃうとかって起きる。時間を通じて

そういったショックが発生する。そして企業側も時間を通じてコストは変わっ
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てくる、典型的には徐々に徐々にコストが下がって来るっていう調整が行われ

ます。なので、どのタイミングでキャンセルをする宿泊をするかっていうの

が、そういった時間軸を入れてくると特定のキャンセルポリシー、ルールの下

でも変わってきうる。もちろん時間を入れることによってポリシールール自体

も様々なものが分析することができます。時点１でのキャンセルだったらキャ

ンセル料かからないけれども、次の時点２になるとキャンセル料が例えば５

０%になるとか、現実にも取られているようなキャンセルポリシーも時間軸を

やることによって分析が可能になるということですね。なので、結論から言う

とそういった複雑な状況を考慮して、もうちょっと長ったらしい論文を書いた

りすることは十分に出来るんですけど、それは今日ちょっと時間もないって言

うのと、やればやるほどですね複雑になって何が本質的分からなくなってくる

ので、今日は捨象しましたということですね。 

それ以上に、それとも関係してるんですが、重要なポイントとしてキャンセ

ルが起きた時に代わりの消費者が見つかる可能性をどう考慮するのか、それも

実はですね、このコストの大小に分析上は入れ込むことができるんですが、た

だそれは抽象的すぎるので、例えばですけれども、元々非常に人気が集中して

いるようなサービスを提供している企業ないし売り手がいて、要は超過需要が

発生してると、なので一人キャンセルしても確実にお客さんが他に来るってい

うような状況で、そういう状況だったらもうちょっと値段あげたらどうかと経

済学者的には思うんですけども、そういった割と恵まれたお店の場合には 1人

キャンセルしても実質コストかかんないんですよね。次の人を入れればいいだ

けなんで、同じ価格で新たな消費者が来てくれる３.５万円払って泊まってく

れる人が確実にいるんであれば、実質的にその企業から見たある特定のＡさん

というお客さんキャンセルする際に生じるコストは０です。なのでその場合は

先程コスト２万円とふうに考えましたけれども、コストの部分を考えずに、先

程の分析を提供してしまえばいいようなイメージですね。 

実際にはさすがに、キャンセルがあった時に確実に同じ金額で次の消費者が

見つかるってのは、かなり稀なケースになってくるので、現実には例えば金額

を下げて消費者を捕まえてくるとか、あるいは消費者が見つかるかどうかって

いうのが確率的に与えられている。期間が十分長ければ変わりの消費者を見つ

けられる蓋然性は高まりますけれども、直前のキャンセルだったらそこ見つけ

られる可能性が低いと、その確率の多い少ないってのでコストがどう変わるか

というのを分析することはできると思います。 

 

〇山本座長 
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ありがとうございました。それでは、後お二人から上がってますので、それ

で締め切るということにさせていただきます。まず、楠委員、続いて河村委

員、お願いします。 

 

〇楠委員 

 よろしくお願いします。最後のお話で実際にキャンセルされた後もすぐ次の

お客さんが見つかるような状況であるならば、その実質的なホテル費用はゼロ

に近いというお話が非常に良い例だと思ったんですけど、逆に、本来経済学的

にもっと値段を上げられるところで低廉な価格でやっているが故に超過需要が

発生しているようなケースを考えた場合、その損失に着目するとそのキャンセ

ル料ゼロでもやれるじゃないという議論になる一方で、それとも交渉条件と言

うか市場メカニズムの中でどうなるかと言うと、逆にそもそも超過需要が前提

としたならば、むしろその強気のその全額キャンセルフィをとるというような

ポリシーにしても埋まるわけだから、ホテル側の機会費用の話とは別に、仮に

非常に強気なキャンセルポリシーを出したとしてもお客さんは埋まってくると

思うんですよね、そうではなく逆に非常にクリティカルな、なんというか逆の

ケースを考えてみたならば、非常に需要が限定な宿の場合は、そこで逃げられ

てしまうと費用がまるまるかかる可能性が高い一方で、それだけ競争力が無い

わけだから、市場の中においてはキャンセルフィを取れないかもしれない。 

そういっただから、もし仮にキャンセル料についてのなにがしかの規制を入

れる場合って、交渉の結果として帰着するキャンセルポリシーと市場の効率性

を考えたキャンセルポリシーの間にギャップがある場合において、なにがしか

政策的な介入が合理化される可能性があるのかなと思いつつ、一方で法律には

そんなに複雑な数式をたぶん書くことはできないので、それぞれ競争条件によ

って異なるファクターを考慮しなければならないところに、一律の条件で規制

を導入することによって、逆に市場を歪めてしまう危険と両方考えていかなき

ゃ思うんですけど、そういった点についてどうお考えでしょうか。 

 

〇安田准教授 

とても鋭い視点でぱっとはお答えできないんですけど、一番重要なインプリ

ケーションとしては、いずれにしてもそのキャンセル料、先ほどの（Ｘ）の水

準というのは０ではないってことなので、部分的には消費者にも負担してもら

うと、どれぐらいの負担が望ましいのかっていうのは、市場の条件っていう楠

さんがおっしゃった話もそうですし、費用と価格は元々のマークアップという

かマージンが、業界によってだいぶ違うので、それによって左右される。そこ

まで細かく、いくらにすべしってことを、多分あの国や行政が言うべきではな
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いと思うんですけれども、ある程度のキャンセル料を消費者から取れる余地

を、法律のもとでも残しておく、ルールのもとで残しておくと、おそらくはこ

の売り手のサイドが、ある程度合理的なキャンセルポリシーに到達する可能性

が高いんじゃないかと思います。事前に決めうちでいくらに設定しろというの

は流石にやり過ぎですし、失敗することが多いと思うのでそこはやっぱり注意

したほうがいいと思います。 

 

〇楠委員 

ありがとうございました。 

 

〇山本座長 

では、最後に、河村委員、お願いいたします。 

 

〇河村委員 

はい、これは質問というより沖野委員からあげられました事由のところなの

ですが、まず不測の事態等に全般にコロナ等に限らず不測の事態全般におけ

る、契約の不履行ないし解除に関しては、法と経済学分野の考え方だと予防と

リスク分担という、二つの論点があります。 

例えば、交通事故や工事事故ないし病気といった事由に関しては、そうした

事態を避けるための予防措置、予防努力が可能であるケースも考えられると、

その場合は事業者・消費者双方に法律的な予防措置を促すようなキャンセル料

を設定すべきということになります。 

すなわち消費者が予防措置を講じることが可能な状況では、消費者が支払う

キャンセル料を高めに設定する。そのことで消費者に不測の事態を避けるため

の予防措置を行わせる。事業者が予防措置を講じるべき状況では、キャンセル

料をむしろ低く設定、ないしはゼロにして事業者に予防措置を行うことを促す

ということになります。それに対して自然災害や疫病のようなタイプの不測の

事態というのは、予防というものが消費者、事業者どちらにとっても不可能で

ある、ないしは極めて困難であるという点が、予防措置が可能な不測の事態と

異なる点でありまして、そのため経済学的には予防とリスク分担の中で、リス

ク分担を中心に考えるということになりまして、ここが今日安田先生が議論く

ださった論点ということになります。以上です。 

 

〇山本座長 

ご補足をどうもありがとうございました。 
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それでは、委員の皆様から活発なご質問いただきまして、お陰様で理解を深

めることができました。安田先生には大変な時間超過でお答えいただきまし

て、本当にありがとうございました。感謝申し上げます。 

 

〇安田准教授 

どうもありがとうございました。失礼します。 

 

【４．事務局資料への質問】 
〇山本座長 

それでは続きまして、事務局資料に対して委員の皆様からのご質問があれば

お出しいただきたいと思います。ご質問がある方はお名前と発言を希望する旨

をチャットでご送信ください。ご質問の後、各委員からの御意見を伺う機会を

設けたいと思います。 

まずは、ご質問に限ってお出しいただければと思いますが、いかがでしょう

か。よろしいでしょうか。 

 

【５．意見交換】 
○山本座長 

それでは、時間も少し押して参りましたので、ここからは本日の議題につい

て意見交換を行いたいと思います。 

私の方から順番にご指名させていただきます。まず、第一グループとして、

沖野委員、垣内委員、河村委員、楠木委員、小浦委員、第二グループで、後藤

委員、髙橋委員、坪田委員、遠山委員、西田委員、第三グループで、平尾委

員、山下委員、山本和彦委員、山本龍彦委員、渡辺委員。この順序でお願いし

たいと思います。 

なお、発言される委員におかれましては、円滑な進行のため、おおよその目

安ですけれども、２分以内ぐらいで、ご説明いただきますようご協力の程よろ

しくお願いいたします。 

それでは、まず、第一グループで、沖野委員からお願いいたします。 

 

〇沖野委員 

ありがとうございます。アンケート結果を受けてということで、特にこの時

点で申し上げることはないのですけれども、ただ、事業者の方でもいろいろ対

応をされている事情が分かりました。もっとも、具体的なヒアリングの中では
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一定の対応を図られてるとまとめられているのですけれども、図られてないと

いうものはないと理解していいのかが一つ気になっております。もう一つ、対

象としまして、従前からコロナ関係でのキャンセルの問題が挙げられていたも

のに、飲食店関係があったと思います。これは、事業者側では取り上げられて

いません。業界の選別の点が気になっているところです。かといってデータが

あるかという問題がありますので、ないものねだりかもしれませんが、今回の

調査に関してはこれらの点が気になったということだけ、取り合えずは申し上

げたいと思います。 

 

〇山本座長 

ありがとうございました。では、垣内委員、お願いします。 

 

〇垣内委員 

私も今の段階で何かこうすべきであるという具体的な意見を持っているとい

うことではありませんが、資料等を拝見しまして、幅広くいろいろ柔軟な対応

がとられているようでもあり、しかし業界、同じ業界の中でも対応にばらつき

がみられる部分があったり、消費者によっては納得できなかったと言うような

受け止めをしている部分も垣間見られたということですので、あまり不測の事

態であるからといって不公平感が生じるようなことがないよう形になってくこ

とが、方向としては望ましいのかなという感想を持ちました。そのために、ど

ういった手を、取り組み、施策が必要なのかというあたりについては、さらに

実情を見るべきなのかなと思います。差し当たり以上です。 

 

〇山本座長 

ありがとうございました。それでは、河村委員、お願いいたします。 

 

〇河村委員 

事務局資料についてのコメントということになるのですが、事業者の聞き取

りに関して調査期間ないしコロナ禍の間に、事業者がどの程度のサービスを提

供できたか、というのが聞き取りの中に入っておりませんので、それがある

と、今日安田先生がおしゃっていたようなことと、より比べやすくなると考え

ます。つまり消費者側の支払い価値がどうなる、それから事業者側のコストが

どのようなものなのか、もちろん詳細なデータは取れないと思いますが、もう

少しコロナ禍のサービスの提供の状況、提供可能なサービスの状況というのが

分かると、もう少し経済学の人間からすると見通しが良くなるのかなというよ

うな印象を持ちました。以上です。 
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〇山本座長 

ありがとうございました。では、楠委員、お願いいたします。 

 

〇楠委員 

非常にコメント難しいのですけれども、何を心配しているかと言うと元々キ

ャンセル料全般をどうするかという議論が、消費者契約の議論のある中で、た

またまこの時期にコロナの問題がでていて、コロナって大分特殊な状況だと思

うんですよね。 

緊急事態宣言であったりとか、あるいは日々の感染者数の推移というものは

皆に影響があって、なおかつ予測がそんなに容易ではないというような状況に

おけるキャンセルというものを、果たして一般のキャンセル料に対する規律の

中で取り扱う使うべきなのか。むしろ、かなり特異な状況であること踏まえ

て、なんというか補助金なり、きちんとそれを公費で補填するみたいな方向で

もって介入をしたほうが良いのか難しい部分があるのなと非常に感じました。 

どちらかと言うと、良識というか判断に基づいて、キャンセルフィを取らな

いっていう対応されてこられた事業者、結構いらっしゃるんだっていうことは

アンケートを見て非常に心強い印象をもった一方で、今後、危機が長期化して

いく中で、事業者のキャッシュフローといのうがどんどん厳しくなる中で、別

に悪意があってということでなく補填をすること自体がどんどん難しくなるこ

とというのも考えられますし、今後第３波がいよいよきそうだというようなタ

イミングの中で、注意深く見ていく必要があるのと、この時の経験を一般のキ

ャンセルポリシーにどこまで反映していいのか、キャンセルポリシー規制、一

般のキャンセルポリシーに反映すべきかというのは非常に慎重な議論が必要か

と思います。 

 

〇山本座長 

ありがとうございました。では、小浦委員、お願いいたします。 

 

〇小浦委員 

小浦です。私もアンケートの中身を見まして、興味深かったのは事業者アン

ケートの中で、やはり新型コロナウイルスを理由にキャンセルをした場合、契

約代金全額返金したですとか、履行時期の変更とか、それなりに対応された事

業者もいらっしゃったということなんですけれど、逆に国民生活センターの方

へ寄せられた相談によりますと、コロナ禍でスポーツセンターに通えないのに

月額費用請求されたですとか、結婚式場のキャンセルが規約通りで請求された



33 
 

と、片方では、そういった相談もでてくるというとこで、どう考えるかのか。

やはり消費者としては今こういう特殊なコロナ禍の状況の中で、状況にあわせ

て事業者も対応して頂けるような事があればいいのかなという風に思いまし

た。 

消費者のモニターの方でも規約にあるからという事で、違約金ですとかキャ

ンセル料を払った人の数値が多くて、模範的な回答と言いますか、すんなり払

えたのかや交渉しないで、そのまま払ったのかところが不思議だったんですけ

れども、その聞き方にもう少し工夫があっても良かったかなと思っています。

以上です。 

 

〇山本座長 

ありがとうございました。ここまでのところで、事務局から何かお答えする

ことはありますでしょうか。 

 

〇黒木消費者制度課長 

様々なご意見頂きましてありがとうございます。沖野先生、小浦委員からも

ご指摘ありましたけれども、すべての事業者が対応しているわけではないので

はないかという点は、事業者側にヒアリングした場合にはこのような対応しま

したという情報を得られる一方、国セン等相談情報で、なんらかの消費者の側

で不満をお持ちなって相談等される場合には、違う事例が現れるというのはご

指摘の通りかと思っております。 

この辺につきましては次回等でもどのような相談の状況があるかなどについ

てもう少しヒアリング等で補充できる余地がないか探ってみたいという風に思

っております。 

それから、色々不測の事態が起こっても不公平感がなるべくないようにとい

う垣内委員のご指摘もありました、おっしゃる通りかと思います。 

今回調査した中でもどの業界でしたか、ガイドラインを作って同じような取

り扱いをされたというような事例もあったかと思います。ただ一方で業界で一

律に縛ってしまうと、この競争法的な問題も起こり得るかもしれないという点

も考慮しなければならないのかなと、もちろん同種事業者が同じような対応で

あれば消費者の方も納得しやすいという事情もあるだろうという風には思いま

す。 

あとは、楠委員から一般的なキャンセルポリシーを考える場合に、今回のよ

うなコロナのような状況、あるいは不測の事態の状況を、そのまま適用して良

いのかというのはご指摘の通りだと思います。それもありまして、今回はこれ

までの議論と少し離れて消費者と事業者双方にとって不測の事態が起こった場
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合に、どのようなキャンセルのあり方が考えうるか、あるいは皆さんはどのよ

うな工夫をされているかということについて、状況を踏まえた上でご検証頂け

ればという風に考えているところであります。とりあえず私からは以上でござ

います。 

 

〇山本座長 

どうもありがとうございました。それでは、第２グループに移りたいと思い

ます。まず、後藤委員からお願いいたします。 

 

〇後藤委員 

今回のコロナ禍でのキャンセルについては、やはり平時の不測事態によるキ

ャンセルの場合と分けて考えるべきだと思います。先程からご発言があるよう

に、コロナ禍というのは全く予測がつかない状況という認識でいますので、消

費者側にとっても事業者側にとっても、可能であればキャンセル料は取られた

くないし、取りたくないという意識だと思います。 

今回のように極めて特異な状況の場合、平時とは異なり、事業者の経営の持

続性との関係もあります。例えば交通事故に遭遇したためキャンセルしたいと

申し出れば、平時であれば不測の事態となり、キャンセル料をとらないケース

が多いと思います。今回のコロナ禍の場合は、経営が非常に逼迫しており、こ

のような場合でも経営上の理由でやむを得ず、規定通りのキャンセル料等を請

求する事業者も中にはおられると思います。ごく一部にはコロナ禍に乗じて悪

意をもってそのような対応をする方もいるかも知れませんが、一般的には、そ

れぞれ企業の事情に応じてできる限りの対応をしているということです。です

から、平時における不測の事態の場合とコロナ禍の場合では考え方が異なると

思います。今回のコロナ禍におけるキャンセルについては、事態が終息したの

ち、全体としてこういうやり方が良かったのではないかというのを終息後に検

証し、キャンセルに対するポリシーみたいなものを形成してくのがいいかと考

えています。ですから、現段階では基準を設けるのはなかなか難しいというの

が率直な意見です。以上です。 

 

〇山本座長 

ありがとうございました。髙橋委員、お願いいたします。 

 

〇髙橋委員 

はい、私も感想以上のものが中々でてこないんですけれども、事業者アンケ

ートの結果を拝見しまして、キャンセル等ある場合、特にコロナ禍ですね、コ
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ロナ禍におけるいろいろな対応の仕方を工夫されたんだなということが分かり

まして、キャンセルだけではなく不測の事態に対して、どのような対応があり

うるのかということがいろいろな選択肢が考えられるのかなという風に思った

次第です。 

ただ、ここで調査なさった事業者団体がどういう対象に対してアンケートし

てるのかがちょっと分かりづらくて、いろんな方がいらっしゃる、いろんな状

況の方がいらっしゃることでしょうから、このアンケートで出てきたものだけ

で直接何かが言えるかと言われると難しいところかなと思いました。 

今、後藤委員がおっしゃったことと近いかもしれませんが、不測の事態でキ

ャンセルになるといった場合も、いくつか段階があるなと改めて認識致しまし

て、今までしたら台風とか地震とか災害に関するキャンセル、関連するキャン

セルのことが想定できたのかもしれませんが、今回のコロナウイルスの場合

は、本当に何も分からないし、いつ終わるのかも分からないしというような状

況下での対応というのは、また違った考慮がもしかすると必要なのかなと感じ

た次第です。以上です。 

 

〇山本座長 

ありがとうございました。坪田委員、お願いいたします。 

 

〇坪田委員 

はい、キャンセルの考え方についてですが、業種や災害の状況によって異な

っていることに配慮して、今後検討してく必要があるかと考えております。 

アンケートの数値をみるに際しても慎重な検討が必要かと思っております。不

測の事態とありますが、事業者、消費者それぞれ不測の事態として想定する範

囲についても、一括りには出来ないことではないかと感じました。 

東日本大震災等で、消費生活相談ではこういった事案を扱ってきましたが、

災害の場合は徐々に回復していきますが、今回の感染症は先行きが読めませ

ん。結婚式場の相談では、春の段階で延期をしたけれど、今なお続いているの

でキャンセルしたいが、キャンセル料に納得いかないという相談が目立ってく

るようになっております。予定していたことで、延期なら追加請求もほとんど

ないというケースであって、一旦は延期をしたがこの状態では取りやめようと

いうことです。特に結婚式、海外旅行、発表会参加等は可能な時期というのも

ありますから、結局はキャンセルをせざるをえず、延期後のキャンセルという

問題になっております。やはり特殊な事例として考えるべきところがあると思

っております。 
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また、アンケートでは、規約や申込書に記載があったから納得して支払った

という方の数もそれなりに見られましたが、書いてあるなら仕方がないと思っ

て支払った方も中にはいるのではないかと感じたところです。不測の事態とい

うシチュエーションの中で、内容を読み込んで納得できないと反論する事は、

消費者にとってはかなりハードルが高いのではないかということも感じまし

た。 

相談現場でもこういった時にどうしたら良いかと本当に悩ましい状況があり

ましたので、個別の例を考えながら、その辺りの整理が今後できればいいかな

という風に考えております。以上です。 

 

〇山本座長 

ありがとうございました。遠山委員、お願いいたします。 

 

〇遠山委員 

不測の事態が生じた場合の消費者および事業者の状況は、生じた事態によっ

て様々です。事業者アンケート・ヒアリングにもありますとおり、事業者は、

不測の事態にかかるキャンセル規定を定める場合においても、その規定の適用

に必ずしも固執することなくケースに応じて対応する、また、そもそも個別事

案ごとの対応の必要性から画一的な規約は設けていないなど、事案に応じて柔

軟に対応するように努めています。 

ただ、このような柔軟な対応を行うことは、事業者にとって追加のコスト負

担に繋がることから、事業の特性によっては、先程もお話しましたが、現実問

題として、施設の維持に費用が掛かるケースや、準備過程において既に発生し

たコストがある、また、準備のために他の事業者と契約をして、それがキャン

セル出来ないなどの事情があるなどにより、対応内容を変えざるを得ないケー

スがあったり、また、事業規模などの企業体力の違いから、小規模事業では原

則的な取り扱いをせざるを得ないケースがあるなど、業種や事業規模によって

対応内容はまちまちとならざるを得ないと考えています。 

事業者としても、それぞれの状況に応じて、お客様に寄り添い、出来る限り

の柔軟な対応を模索している点については、ご理解頂きたいと思います。 

簡単ですが、今回は以上です。 

 

〇山本座長 

ありがとうございました。西田委員、お願いいたします。 

 

〇西田委員 
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まず、資料３－１で思ったことなのですけれども、キャンセル料に納得いっ

ていない人が半分ぐらいいたという調査結果だったと思うんですが、やはりそ

こにあるのは、今日の説明もありましたけれど、その中から考えたことです

が、分かりにくさがあるんだろうと。つまり事業者の事情といったものは、消

費者には分からないので納得いってないんじゃないかという事実があるのだろ

うと思うんです。今日の安田先生の発表から「コースの定理」というのをお聴

きしましたところで思ったことなんですけども、結局、価値というのは心理的

な問題ですので、個人差がありますね。そう考えると今回のキャンセルポリシ

ーなんかはですね、今日でいう（Ｖ）に、最少額を想定して決めておくと、う

まくいくんだろうと思うんです。そして、業者がキャンセル料として、その合

理的な金額を、分かりやすく、契約などの事前に、説明しておくことが、ある

べきなんじゃないかなと思いました。 

「コロナ禍」と言う不測の事態は、台風や地震とは、ちょっと違うところが

あるだろうと思っているんですね。消費者の心理的にはそうだと思うんです

よ。つまりそれは、自分自身の不運じゃないんですね。例えば台風や地震の場

合は、そこに被災したということで、動けなくなっちゃった、とかっていうよ

うなこと、病気になったならもっと分かりやすいですね。その場合は、自分自

身の問題での不運という風に考えると思うんですが、このコロナの場合は、社

会全体の不運であるので、自分自身だけじゃなくて、業者側にとっても不運で

あることが特徴的な所だと思うんです。 

もう一つは、ウイルスが原因なので、見かけ上は、業務において特に何か支

障があるように見えないわけです。つまり見えない所での対策への不安が大き

な問題です。ちゃんと予防できているのか、という不安によって、客の行動に

抑制が起きてしまう。それは、客観的な評価ではなくて、主観的な判断に委ね

られてしまいます。特に日本の場合は、ロックダウンしなかったので、そうい

うことになりました。こういう理由で、責任の所在がはっきりしなくなってい

る。特にそういう意味で、今回の「コロナ禍」という特殊な不測の事態は、自

己責任を感じにくくさせてしまうと思うのです。ですから、消費者のほうもキ

ャンセル料の支払いは納得し難いと思いやすくて、通常よりも食い下がってし

まうことが起こりやすいと思うんですね。 

ということから、結論ですけれども、十分に分かりやすく、事業者のコスト

といったものを事前に説明を尽くすということが、これからも求められていく

んじゃないかなと思いました。以上です。 

 

〇山本座長 
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ありがとうございました。それでは、ここまでのところで事務局からお答え

することはありますでしょうか。 

 

〇黒木消費者制度課長 

特にお答えという事ではありませんが、様々な委員の方から不測の事態と言

っても、いろいろ、いわゆる台風とか自然災害の場合と、コロナの場合とで、

一律には扱えなくて、いろんな考慮要素があるとご指摘があったかと思いま

す。 

また、先程の安田先生のお話も踏まえて考えますと、そうはいっても一般の

場合も含めて、共通して考えられるような要素もあるのかもしれない。 

最後、西田先生からもご指摘ありましたけれども、例えば、しっかりコスト

を事前に説明しておくことが大変よろしいのではないかというようなことは、

一般のキャンセルも含めても通じるところがあるのかなと思ってお聴きしてい

た次第です。以上です。 

 

〇山本座長 

ありがとうございました。それでは、最後のグループに移りたいと思いま

す。平尾委員、お願いいたします。 

 

〇平尾委員 

平尾です。既に日弁連のほうでも新型コロナウイルスの場面での消費者問題

Ｑ＆Ａというのを公表してまして、各契約類型において旅行とか宿泊交通機

関、結婚式場、塾とか交通、こういったサービス類型ごとに、考えられる事例

を想定して法的問題の解決をしているところでございます。 

ここからが本題ですけれども、一応、議論の前提として場面設定を確認して

おきたいなと思っておりまして、というのは、自己都合キャンセルとは、違う

場面が入らないように気を付ける必要があるかなと思います。 

というのが、そもそも事業者側で債務履行、サービスの履行がそもそも出来

ないという場面、これはキャンセルの問題ではなくて、かつての民法で言うと

ころの危険負担の債務者主義の問題であって、そもそも反対給付請求権と言い

ますか、代金請求権が発生しない、行使できないというような場面を考えてお

ります。ただ、とはいえ、サービス履行がそもそも出来ないというのが、評価

が混じるような場面が難しくなってくるのであろうかなと思います。 

一応のサービスは出来るけど、それが完全な履行というのかどうか、契約の

目的に適合しているのか、債務の本旨に従っているのか、こういったサービス

提供と言えるのかって言うのが、今後問題になって、これまでも問題になって
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たんでしょうけど、今後はこういったコロナウイルス感染症の問題で、より難

しい問題がでてくるのかなと思います。 

例えば、結婚式場とかイベントとか。場所は提供してますよと言いながら、

感染の恐れの対策がきちんとできないような状況で、場所を提供しどうぞ来て

くださいという場合、これが債務の本旨に従ったサービスの提供と言えるのか

どうかとか、考えだすと難しい問題があるのかなと思います。ただ、いずれに

せよ債務履行が出来ないと評価できるような、不完全と言えるような場合であ

れば、これは代金請求をするべきではない場面といえます。仮にそういった場

面でも対価を払ってくださいとか、解約できませんとか、違約金として対価を

徴収するというのは消費者契約法でいうと、１０条の問題でそもそも不当条項

として、指摘されるものはないかなと思っております。 

今回の自己都合と評価するには酷なキャンセルというのは、場面設定として

は債務履行がきちんとできる、契約内容にしたがって、希望したサービスの提

供が出来ますよといような場面、だけども消費者の側からキャンセルをしたい

というような場面、これが形式的には自己都合キャンセルの場面となって、９

条の問題がでてくると思います。 

そこの問題に限定して考えると、今回のコロナウイルス感染症を発端に明ら

かになってきたというのは、今までは形式的には自己都合キャンセルと思われ

ていたものが、今回のような場面を想定すると、実質的に見ていくと自己都合

キャンセルとして言っていいのか、そう評価していいのかっていうのが問題と

なる場面がいろいろ出てくる。それが、今回この検討会で検討するテーマなの

かな、消費者委員会からの検討課題なのかと思っております。 

ちょっとだけ感想ですけれども、例えば今まで旅行の契約で病気になりまし

た、それは自己都合キャンセルですねと、たぶん今までは単純に整理されてい

たんだと思うんですけども、今回のような感染リスクがあるような場面とか、

自主的な自粛をしないといけない場面、そういう場面を想定して考えると、人

に感染させないためにキャンセルする場合を、果たしてこれまでように自己都

合キャンセルと呼んでいいのかというような問題がたぶん出てくるのかなと思

っております。 

東京オリンピックで、これまでホテル契約してきたのが、東京オリンピック

延期によって解約しなくちゃいけないというような場面は、ちょっと感染とは

違いますけども、そういった場面も、自己都合キャンセルと言っていいのかど

うか疑問が生じます。このようにいろんな問題が炙り出されてくるのかなと思

います。 

コロナの問題だけでなくても、東日本大震災のような場面。この時も、例え

ば結婚式場は東京で開催できるが、被災した親族を東北から呼ぶことができな
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い、交通手段も途絶して東京まで来れないという場合、こういった場面も実は

自己都合キャンセルと扱っていいのかどうか、もう少し整理すべきではないか

と思います。 

今回のコロナウイルスを発端として、不測の事態でキャンセルが生じ得る場

面を、もう一度再整理するのが有益だと考えております。 

そういったことから、次回、次々回、皆さんで意見交換が出来ればいいのか

なという風に思っております。 

 

〇山本座長 

ありがとうございました。山下委員はご発言できますでしょうか。 

 

〇山下委員 

ありがとうございます。調査結果に対する感想めいたものしかないのです

が、一定の事業者は、キャンセル条項があることは前提としつつも、自主対応

としてコロナによるキャンセルに特別な対応を行っているということや、一定

の消費者の側は、そのキャンセル条項があることで、コロナに対するキャンセ

ルであっても、ある程度は納得した上で、一部なり全部の代金を払っていると

回答していることが、非常に興味深いと思いました。 

キャンセル条項の存在を前提としつつも、特別な事態で双方が柔軟に対応す

ることで、一定数の紛争を未然に防止しているという意味では、これはやはり

キャンセル条項の存在というのが非常に大きい部分があるのではないかという

気がいたします。 

そうしたキャンセル条項は、ないよりはあったほうが良いし、ある場合にも

事由や時期をある程度は丁寧に分けた事前に設け、消費者にとって分かりやす

く、事業者の側も紛争を未然防止できるものを設ける方向になるべく事業者を

誘導していく事が長期的には望ましいのではないかという気がいたします。 

不測の事態が容易に想定できるような業態でもあるにも関わらず、こうした

条項がないといった場合に、その条項がないことでかえって有利に扱われるよ

うな事態というのは、やはり政策的には望ましくないように思いますので、キ

ャンセル条項の中身をどうするかとは別に、キャンセル条項を設けることが、

事業者にとって有利な結果になるという法政策を全体としては考えてはいくべ

きという気がしました。以上です。 

 

〇山本座長 

ありがとうございました。山本和彦委員、お願いいたします。 
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〇山本和彦委員 

私からは特に現段階ではありません。 

 

〇山本座長 

ありがとうございました。山本龍彦委員、お願いいたします。 

 

〇山本龍彦委員 

私からも具体的な何かコメントがあるわけではないんですけれども、私は、

たまたま内閣官房のほうでコロナ対策の接触確認アプリとか、差別偏見のワー

キンググループに入っているもので、そちらの方も見ながら考えますと、不測

の事態という言葉使われているんですけれども、先ほど他の委員の方もおしゃ

っていたように、今回の新型コロナウイルスは、他の不測の事態とはちょっと

違うのかなと。 

例えば、天災とか震災ということもここで挙げられたりもしてるんですけ

ど、やはり感染症の場合は、対策がとれてしまうわけです。要するに人と接し

ないようにするとか、いろんな対策がとれるので突然なにか起こるわけではな

い。そこに重要な違いがある。他方で、感染症として、その対策がとれながら

も、今回の新型というのは未知のウイルスなので、どういった予防策があるの

かが具体的に見えないという、分からなさがあったと、そういう意味でかなり

特殊な不測な事態、不測な事態の中でもかなり特殊なものではないかという風

に思いました。ですからやっぱり一般のキャンセルポリシーには、落とし込め

ない事情があって、今日の安田先生の話しの中で、いわゆる負の外部性という

風におっしゃってましたけれども、やっぱり感染拡大防止ということを織り込

んだ形で恐らく議論していかなきゃいけなんだろうと思いました。 

特に、緊急事態宣言の前後というのは、感染症防止のための、いわばキャン

セルというのを促すような方向での政策がとられたわけで、消費者としてはや

はりキャンセルせざるを得ないということになるでしょうし、事業者としては

中長期的に続くので、キャンセルは非常に手痛いという状況があって、これど

ちらも非常に苦しい状況になる。これはある種、「感染症対策としてのキャン

セル」と申しますか、つまり感染症対策としてキャンセルというのが事実上促

されるような部分があったということを、やはり無視はできないのかなと思い

ます。その意味では、事業者持続化給付金といった補償との連携ということで

すよね。もうちょっと具体的にいうと、消費者行政とコロナ対策部門との間の

連携が重要となるでしょうし、その連携の中で、いろいろその消費者にとっ

て、あるいは事業者にとって有益な情報提供していくということが、消費者行

政の部門でも求められたのではないのかなという風に思います。 
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政策として、キャンセルをある種ナッジしているとすると、キャンセル料を

やっぱり取らないということが原則になると思うんですが、その部分の事業者

側の損失を政府がどううまくカバーしていくのかいうことですね。補償金でい

くのか、それとも Go Toのようなキャンペーンでいくのか、そのあたり今後、

きっちり事前に調整して、情報提供していくという事が何より重要なのかなと

感じました。以上です。ありがとうございました。 

 

〇山本座長 

ありがとうございました。それでは最後に、渡辺委員、お願いいたします。 

 

〇渡辺委員 

はい、アジアインターネット日本連盟の渡辺でございます。 

今回、もともと消費者委員会の方から指摘がありましたのは、自己都合と評

価するのは酷なキャンセルの問題についてということでありますけれども、果

たして、何がその酷と言えるのかどうなのかと言うことが、一つ議論のポイン

トになるのかなと思います。 

と言いますのは、コロナ禍の事を考えますと各企業、施設によってコロナ対

策を必ずしも十分に対策とってないところもあれば、１２０％の対策をとって

いるようなところもあるわけでありまして、そういった施設に対する消費者か

らのキャンセルが酷と言えるのかどうなのかということについては、細かく見

ていかないと、何とも言えないのかなと思います。 

事業者側のアンケートでは、かなり今回柔軟に消費者側に寄り添う形で、キ

ャンセルに対応されたというものが結果として出ていると思うんですけれど

も、恐らく対応されたそのキャンセルの中には、単純な自己都合と言ってもい

い、評価してもいいようなものについても含まれているのではないかなと言う

風に思います。 

それから安田先生から今回興味深いご提言があったんですけど、安田先生の

分析の中でリスク負担という観点からみれば、キャンセル料は、無いかあるい

は非常に低いほうが良いというお話はあったんですけど、今回のコロナのよう

に一度に大量のキャンセルが発生して、事業者側自身の財務にも影響を及ぼす

ようなことが起きれば、この前提自身を考えなきゃいけないということを、安

田先生もおっしゃっていたと思うんですけれども、今回のコロナような事案を

考えますと、企業側の財務状況が非常に悪化しているわけでありまして、第３

波がきていると言われてる中で、さらにこの状況が加速化する、長期化するか

もしれないという状況があるわけでありまして、必ずしも何か現時点で我々が
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目にしてる情報なり、調査結果に基づいて一律にこのキャンセルの問題に関し

て、何か議論が出来る程の状況ではないのではないかなという風に思います。 

次回もこの検討について、引き続き議論されるのかもしれませんけど、何か

業界全体に対して一律のルールみたいなものを決められるような状況にはない

のではないかと思います。以上です。 

 

〇山本座長 

私も一言だけ追加して、コメントをさせていただければと思います。 

今回のコロナは、不測の事態といっても、かなり特殊なものではないかとい

うご指摘がたくさんありました。それは、その通りではないか思います。その

上で、今回、消費者庁でお調べいただいたデータを見ますと、コロナ禍の下

で、キャンセル条項があったとしても、柔軟な対応していることがうかがわれ

ます。これは、たしかにその通りだったのだろうと思います。 

ただ、楠委員などもおしゃっていたところですけども、この状況はまだ続く

わけでして、今後どうなっていくのかというのは難しい問題だろうと思いま

す。経営体力の問題も指摘されていましたけれども、このような対応が続けら

れるかどうかは別問題であって、ひょっとするとこれから本当の問題が現れて

くるかもしれません。そこは良く考えておく必要があるだろうと思います。 

その際に、コロナ禍だけの問題としましても、既に我々半年以上の経験があ

るわけでして、今後どう推移するかは、分からないにしても、少なくとも半年

前に比べれば一定の知見があるということができます。 

このような状況下で、旅行その他の様々な契約が、これからもきっと行われ

ていくのだろうと思います。その価格をどう設定するかは、リスクが発現した

場合にキャンセル料がどうなるかということと繋がっているのだろうと思いま

す。しかし、キャンセル料がどうなるかがはっきりしないまま契約するという

のは、要するに、価格が良く分からないまま契約するというのと同じことにな

ってしまいかねないところがあります。その意味では、コロナの問題だけに限

っても、そういった辺りをやはり詰めていく必要があるし、企業ごとにコロナ

に特有の契約条項の定め方を考えるということがあっても良いかもしれませ

ん。 

そういった点についても指針が見いだせれば良いのだろうと思います。この

点は、次回以降でも検討できればと思っているところです。 

以上の点につきまして、事務局からお答えすることがあれば、お願いいたし

ます。 

 

〇黒木消費者制度課長 
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いえ、特にございません。ありがとうございます。 

 

【６．閉会】 
〇山本座長 

私の不手際で、時間がきてまいりました。何度か出ていましたけれども、次

回以降も、この問題を改めて取り上げるということですので、大変恐縮ですけ

れども、本日のところは皆さんからご意見をお伺いしたということで、次に引

継ぐこととさせていただければと思います。よろしいでしょうか。 

それでは、本日いただきました意見は、事務局で整理させていただき、次回

の検討に繋げていきたいと思います。 

最後に、事務局から事務連絡をお願いします。 

 

〇黒木消費者制度課長 

はい、本日大変貴重なご意見を頂きありがとうございました。 

次回は 12月２日水曜日午前を予定しております。議題の詳細等につきまして

は改めてご連絡をさせて頂きます。 

 

〇山本座長 

ありがとうございました。なお、本日の議論につきましては、運営要領に基

づき、事務局と私で議事録を作成し、委員の皆様および安田先生にご確認いた

だいた上で公表したいと考えております。 

それでは、本日はこれにて閉会とさせていただきます。お忙しいところお集

りいただきましてどうもありがとうございました。次回以降も引き続きよろし

くお願いいたします。 

それでは、これで第 10回検討会を終了いたします。 
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